
南砺市告示第１５５号

南砺市こどもの遊び場整備事業補助金交付要綱を次のように定める。

令和７年１０月１３日

南砺市長 田 中 幹 夫

南砺市こどもの遊び場整備事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則（平成１６年南砺市規則第３６号）第

２０条の規定に基づき、南砺市こどもの遊び場整備事業補助金（以下「補助金」と

いう。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。

（１）こどもの遊び場 不特定多数の未就学児及び小学校低学年の児童に利用させる

ことを目的とする屋内の施設で、次に掲げる全てを満たすものをいう。

ア 常設であること。

イ 床面積が原則として３０平方メートル以上あること。

ウ 遊具、玩具その他必要な設備を有すること。

（２）新設 新たに遊び場を整備することをいう。

（３）拡張 既存の遊び場の床面積の増加及び遊具等の追加を図る整備をすることを

いう。

（補助金の交付）

第３条 市長は、市内におけるこどもの遊び場（以下「遊び場」という。）の充実を

図るため、遊び場を新設又は拡張（以下「整備」という。）する者に対し、予算の

範囲内において補助金を交付するものとする。

（補助対象者）

第４条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に



掲げる全ての要件に該当するものとする。

（１）市内に住所を有する者又は市内に事務所を有する法人若しくは団体であるこ

と。

（２）遊び場を設置する建物の所有者又は管理者であること。

（３）市税その他の市に対する納付金を滞納していないこと。

（４）公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。

（５）会員、構成員等に南砺市暴力団排除条例（平成２４年南砺市条例第１号）第２

条第３号に規定する暴力団員等又は暴力団員と密接な関係のある者を含まない団体

であること。

（補助対象事業等）

第５条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者

が実施する遊び場の整備とする。

２ 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事

業の実施に要する工事費及び備品購入費(未使用品に限る。)の合計額とする。

３ 他の補助金等の交付の対象とされた経費は、補助対象経費としない。ただし、南

砺市ふるさと納税等を活用した補助金交付要綱（令和７年南砺市告示第９１号）の

規定に基づく補助金の交付の対象とされた経費については、当該補助金を控除した

額を補助対象経費とする。

（補助金の区分等）

第６条 補助金の区分、補助金の額及び補助限度額は別表に定めるとおりとする。

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１，０００円未満の端数が生ずるとき

は、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、南砺市こ

どもの遊び場整備事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に

提出しなければならない。

（１）事業計画書

（２）収支予算書

（３）見積明細書

（４）位置図及び遊具の配置図

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類



（補助金の交付決定）

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める

ときは、補助金の交付を決定し、南砺市こどもの遊び場整備事業補助金交付決定通知書（様

式第２号）により申請者に通知するものとする。

（事業計画の変更等の承認）

第９条 前条の規定により補助金交付決定の通知を受けた申請者（以下「交付決定者」とい

う。）は、次の各号に掲げるいずれかの事項を変更しようとするとき、又は補助対象事業

を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく南砺市こどもの遊び場整備事業変

更（中止・廃止)承認申請書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければな

らない。

（１）事業期間

（２）補助対象経費の２０パーセントを超える増減

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

２ 市長は、前項の規定により変更等を承認したときは、補助金の交付の決定を取り消し、

又は変更することができる。

３ 市長は、前項の規定により変更等を承認したときは、交付決定者に文書を交付して通知

するものとする。

（実績報告）

第１０条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して１５

日以内又は交付決定の日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、南砺市こど

もの遊び場整備事業実績報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しな

ければならない。

（１）補助対象経費の支払を証する書類

（２）遊び場の整備状況を示す写真

（３）その他市長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第１１条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と

認めるときは、交付する補助金の額を確定し、南砺市こどもの遊び場整備事業補助金確定

通知書（様式第５号）により交付決定者に通知するものとする。

（補助金の請求）

第１２条 補助金の請求は、南砺市こどもの遊び場整備事業補助金補助金請求書（様式第６

号）による。



（補助金の返還）

第１３条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当

該者に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

（財産処分）

第１４条 規則第１８条第１項に規定する市長が定める期間は、補助金の交付を受けた日

の属する年度の翌年度から起算して１０年とする。

（協力の要請）

第１５条 市長は、交付決定者に対し、必要に応じて当該遊び場の利用状況等の情報提供そ

の他の協力を求めることができる。

（その他）

第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、公表の日から施行する。

（この告示の失効）

２ この告示は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前

に交付決定した者に対するこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。

別表（第６条関係）

補助金の区分 補助金の額 補助限度額

遊び場（無料で使用さ

せるもの）の整備

補助対象経費の１／２以内 １，０００，０００円

遊び場（有料で使用さ

せるもの）の整備

補助対象経費の１／４以内


